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別紙第１６ 

 

売払契約一般条項 

 

 （契約の目的） 

第１条  乙は、この契約書に基づき、仕様書、図面、見本及び図書（以下

「仕様書等」という。）に定めるところにより、契約金額を納付期限まで

に納付するとともに、契約書に定める搬出期限までに対象物品を搬出し、

甲は、対象物品を乙に引渡すものとする。 

（代金） 

第２条 契約金額をもって、乙が支払う代金の金額とする。 

（債務の引受け等の承認等） 

第３条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ甲の承認を受けなけれ

ばならない。 

⑴ この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合  

⑵ この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合  

⑶ 役務の全部又はその主要部分を第三者に請け負わせる場合 

（代理人の届出） 

第４条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため

代理人を選任する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。 

（下請負） 

第５条 乙は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約によ

り乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。 

（秘密の保全） 

第６条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者

に漏らし、又は、利用してはならない。 

２ 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその

旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さ

なければならない。 
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（延滞金） 

第７条 乙は、代金を期限までに納付しなかったときは、期限の翌日から納

付した日までの期間につき、年５パーセントの割合で計算した延滞金を納

付しなければならない。 

（対象物品の搬出） 

第８条 乙は、代金納付後、甲に代金の納付を証明する書類等を提示し、対

象物品の引き取りを行うものとする。 

２ 前項に規定する対象物件の引き取りは、特に仕様書に定めがある場合を

除き、乙が代金を納付した日から、努めて１０営業日以内とする。 

３ 乙は、第１項に規定する契約物件を引き取る場合は、引取予定期日その

他必要事項を予め甲と調整しなければならない。 

４ 品目及び数量は、甲及び乙の立ち会いの上、確認する。ただし、船舶等

の重量品で、数量の確認がその場で困難な場合は、これを省略することが

できる。 

５ 契約締結後、乙が対象物品を引き取るまでの期間は、乙が自ら管理する

場合を除き、甲は、善良な管理者の注意をもって、これを保管しなければ

ならない。 

６ 搬出に要する費用は、乙の負担とする。 

（履行の確認） 

第９条 対象物品について、搬出場所における乙による解体等が仕様書等で

定められている場合は、その履行について甲の確認を受けなければ搬出で

きないものとする。 

２ 対象物品について、搬出先における乙による解体等が仕様書等で定めら

れている場合は、その履行について甲の確認を受け又は履行後に甲の承認

を得なければならない。 

３ 乙は、引渡期限までに契約物品の搬出ができないときには、甲に対しそ

の理由を明らかにして、延期について承認を受けなければならない。 

４ 甲は、前項の規定による延期の申請がやむを得ない理由によるものであ

り、かつ、業務に支障がないと認めた場合には、延期について承認するも
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のとする。 

５ 確認を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。  

（所有権の移転） 

第１０条 対象物品の所有権は、当該物品の引渡しが完了したときをもって

甲から乙に移るものとする。 

２ 前項の所有権移転後に生じた物品の滅失、き損等は、すべて乙の負担と

する。 

（危険負担） 

第１１条 所有権移転前に、甲乙双方の責めに帰することができない理由に

より、対象物品を引き渡すことができなくなった場合は、甲は対象物品の

引き渡しの義務を免れるものとし、乙はその代金の納付の義務を免れるも

のとする。 

（契約の変更） 

第１２条 甲は、乙の対象物品の引き取りが完了するまでの間において必要

がある場合は、対象物品の引取期限、引取場所、その他この契約に定める

ところを変更するため、乙と協議することができる。 

２ 前項の規定により代金の変更が生ずる場合は、乙は当該変更に関する見

積書を速やかに甲に提出しなければならない。 

（ 事 情 の 変 更 ）  

第 １ ３ 条  甲 及 び 乙 は 、 こ の 契 約 の 締 結 後 、 経 済 情 勢 の 変 動 、

天 災 地 変 、 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 、 そ の 他 の 著 し い 事 情 の 変 更

に よ り 、 こ の 契 約 に 定 め る と こ ろ が 不 当 と な っ た と 認 め ら れ

る 場 合 は 、 こ の 契 約 に 定 め る と こ ろ を 変 更 す る た め 、 協 議 す

る こ と が で き る 。  

２  前 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 代 金 の 変 更 に 関 し

て 協 議 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。  

（ 甲 の 解 除 権 ）  

第 １ ４ 条  甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 こ の 契 約 の

全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  
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⑴  乙 が 代 金 を 履 行 期 限 ま で に 納 付 し な か っ た 場 合  

⑵  乙 が 代 金 を 納 付 す る こ と が で き な く な っ た 場 合  

⑶  乙 が 契 約 上 の 義 務 に 違 反 し た こ と に よ っ て 、 こ の 契 約 の 目

的 を 達 す る こ と が で き な く な っ た 場 合  

２  甲 は 、 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 甲 の 都 合 に よ り 必 要 が あ

る 場 合 は 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

（ 乙 の 解 除 権 ）  

第 １ ５ 条  乙 は 、 甲 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 契 約 上 の

義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 履 行 を 催 告

し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一

部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

（ 契 約 解 除 に 伴 う 違 約 金 ）  

第 １ ６ 条  甲 は 、 第 １ ４ 条 第 １ 項 各 号 に 該 当 し 、 乙 の 責 め に 帰

す べ き 理 由 に よ り こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 し た 場 合 は 、

代 金 （ 一 部 解 除 の 場 合 は 、 解 除 部 分 に 相 当 す る 代 金 ） の １ ０

パ ー セ ン ト の 金 額 を 乙 か ら 違 約 金 と し て 徴 収 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 の 額 が 違 約 金 の 額 を

超 過 す る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 過 分 の 損 害 に つ き 賠 償 を

請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。  

３  乙 は 、 甲 が 相 当 の 期 間 を お い て 指 定 す る 期 日 ま で に 第 １ 項

の 違 約 金 を 支 払 わ な い 場 合 は 、 そ の 期 間 の 翌 日 か ら 支 払 い の

あ っ た 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 当 該 違 約 金 に 対 し 、 年 ３ パ ー セ

ン ト の 率 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 を 遅 延 利 息 と し て 甲 に 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 。  

（ 契 約 保 証 金 に よ る 充 当 ）  

第 １ ７ 条  甲 は 前 条 に よ り 違 約 金 を 徴 収 し 、 又 は 同 条 第 ２ 項 に

よ り 損 害 賠 償 を 請 求 す る 場 合 は 、 乙 が 提 供 し た 契 約 保 証 金 を

も っ て こ れ に 充 当 す る も の と す る 。  

２  乙 が 契 約 保 証 金 に 代 え て 担 保 を 提 供 し た 場 合 に お い て は 、
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前 項 の 徴 収 又 は 請 求 は 相 当 の 期 間 を 定 め て す る も の と し 、 そ

の 期 間 内 に 支 払 が な か っ た と き は 、 甲 は 、 こ れ を 換 価 し て 得

た 金 額 を も っ て 違 約 金 又 は 損 害 賠 償 に 充 当 す る も の と す る 。  

（ 契 約 解 除 に 伴 う 損 害 賠 償 ）  

第 １ ８ 条  甲 は 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ の 契 約 の 全 部

又 は 一 部 を 解 除 し た 場 合 は 、 乙 の 請 求 に よ り 乙 に 生 じ た 損 害

を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 乙 が 引 渡 し 期 日 ま で に

対 象 物 品 を 納 入 し な か っ た こ と に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

２  乙 は 、 第 １ ５ 条 に 規 定 に よ る こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 の 解

除 に よ り 、 乙 が 乙 に 生 じ た 実 際 の 損 害 に つ き 賠 償 を 請 求 す る

こ と が で き る 。  

３  甲 は 、 第 １ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 超 過 分 の 損 害 に つ き 、

乙 に 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

４  前 各 項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 の 請 求 は 、 解 除 の 日 か ら ３ ０ 日

以 内 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

（ 談 合 等 の 不 正 行 為 に 対 す る 措 置 の 適 用 ）  

第 １ ９ 条  第 ２ ０ 条 及 び 第 ２ １ 条 の 規 定 は 、 全 て の 契 約 に 適 用

す る 。  

（ 談 合 等 の 不 正 行 為 に 対 す る 措 置 ）  

第 ２ ０ 条  甲 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る

と き は 、 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

⑴  公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 私 的 独 占 の

禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５

４ 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。） 第 ７ 条 又 は 同 法 第 ８ 条

の ２ （ 同 法 第 ８ 条 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 該 当 す る 行 為 の 場

合 に 限 る 。 以 下 同 じ 。） の 規 定 に よ る 排 除 措 置 命 令 を 行 っ た

と き 、 同 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 （ 同 法 第 ８ 条 の ３ に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の 規 定 に よ る 課 徴
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金 の 納 付 命 令 を 行 っ た と き 、 又 は 同 法 第 ７ 条 の ４ 第 ７ 項 若 し

く は 第 ７ 条 の ７ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 課 徴 金 の 納 付 を 命 じ な い

旨 の 通 知 を 行 っ た と き 。  

⑵  乙 又 は 乙 の 代 理 人 （ 乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 法 人 の 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 役 員 又 は 使 用 人 。 以 下 同 じ 。） が 刑 法 （ 明 治 ４ ０

年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ９ ６ 条 の ６ 若 し く は 第 １ ９ ８ 条 又 は 独 占

禁 止 法 第 ８ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 刑 の 容 疑 に よ り 公 訴 を 提

起 さ れ た と き 。  

２  乙 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 独 占 禁 止 法

第 ７ 条 の ４ 第 ７ 項 又 は 第 ７ 条 の ７ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を

受 け た 場 合 に は 、 速 や か に 、 当 該 通 知 文 書 の 写 し を 甲 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 に 基 づ く 契 約 の 解 除 は 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に よ る も の

と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 甲 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た

損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と を 要 し な い 。  

（ 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 違 約 金 ）  

第 ２ １ 条  乙 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る

と き は 、 前 条 に 基 づ く 契 約 の 解 除 の 有 無 に か か わ ら ず 、 契 約

金 額 の １ ０ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 甲 が 指 定 す る

期 日 ま で に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法

第 ７ 条 又 は 同 法 第 ８ 条 の ２ の 規 定 に よ る 排 除 措 置 命 令 を 行 い 、

当 該 排 除 措 置 命 令 が 確 定 し た と き 。  

⑵  公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法

第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 課 徴 金 の 納 付 命 令 を 行 い 、 当

該 納 付 命 令 が 確 定 し た と き 。  

⑶  公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法

第 ７ 条 の ４ 第 ７ 項 又 は 第 ７ 条 の ７ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 課 徴 金

の 納 付 を 命 じ な い 旨 の 通 知 を 行 っ た と き 。  
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⑷  乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 刑 法 第 ９ ６ 条 の ６ 若 し く は 第 １ ９ ８ 条

又 は 独 占 禁 止 法 第 ８ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 刑 が 確 定 し た と

き 。  

２  乙 は 、 前 項 第 ４ 号 に 該 当 し 、 か つ 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る

と き は 、 前 項 に 規 定 す る 違 約 金 に 加 え 、 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分

の ５ に 相 当 す る 額 を 追 加 の 違 約 金 と し て 甲 が 指 定 す る 期 日 ま

で に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法

第 ７ 条 の ３ の 規 定 に よ る 納 付 命 令 を 行 い 、 当 該 納 付 命 令 が 確

定 し た と き 。  

⑵  当 該 刑 の 確 定 に お い て 、 乙 が 違 反 行 為 の 首 謀 者 で あ る こ と

が 明 ら か に な っ た と き 。  

⑶  乙 が 甲 に 対 し 、 独 占 禁 止 法 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て い な

い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 し て い る と き 。  

３  乙 は 、 契 約 の 履 行 を 理 由 と し て 、 前 ２ 項 の 違 約 金 を 免 れ る

こ と が で き な い 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 の 額 が

違 約 金 の 額 を 超 過 す る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 過 分 の 損 害

に つ き 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。  

５  乙 が 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 違 約 金 を 甲 の 指 定 す る 期

限 ま で に 支 払 わ な い 場 合 は 、 乙 は 甲 に 対 し 、 期 間 満 了 の 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 ３ パ ー

セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 乙 が 支 払 う べ き 遅 延 利 息 に １ ０ ０ 円 未 満 の 端

数 が あ る 場 合 に は 、 こ れ を 切 り 捨 て ， 遅 延 利 息 が １ ０ ０ 円 未

満 で あ る 場 合 に は 支 払 を 要 し な い も の と す る 。  

６  本 条 の 規 定 は 、 こ の 契 約 の 履 行 が 完 了 し た 後 に お い て も 効

力 を 有 す る 。  

（ 公 共 事 業 か ら の 暴 力 団 排 除 の 取 組 の 適 用 ）  
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第 ２ ２ 条  第 ２ ３ 条 か ら 第 ２ ８ 条 ま で の 規 定 は 、 全 て の 契 約 に

適 用 す る 。  

（ 属 性 に 基 づ く 契 約 解 除 ）  

第 ２ ３ 条  甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ た と

き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

⑴  法 人 等 （ 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。） の 役 員 等 （ 個 人 で

あ る 場 合 は そ の 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は

営 業 所 （ 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。） の 代 表 者 、 団

体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与

し て い る 者 を い う 。） が 、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第

２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 暴 力 団 員

（ 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。）

で あ る と き  

⑵  役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る

目 的 、 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は

暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と き  

⑶  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等 を 供 給 し 、

又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維

持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き  

⑷  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ

れ を 不 当 に 利 用 す る な ど し て い る と き  

⑸  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き

関 係 を 有 し て い る と き  

２  乙 は 、 甲 か ら 求 め が あ っ た 場 合 、 乙 の 役 員 名 簿 （ 有 価 証 券

報 告 書 に 記 載 の も の （ 生 年 月 日 を 含 む 。）。 た だ し 、 有 価 証 券

報 告 書 を 作 成 し て い な い 場 合 は 、 役 職 名 、 氏 名 及 び 生 年 月 日

の 一 覧 表 と す る 。） 及 び 登 記 簿 謄 本 の 写 し を 提 出 す る と と も

に 、 こ れ ら の 提 出 書 類 か ら 確 認 で き る 範 囲 で の 個 人 情 報 を 警
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察 に 提 供 す る こ と に つ い て 同 意 す る も の と す る 。  

（ 行 為 に 基 づ く 契 約 解 除 ）  

第 ２ ４ 条  甲 は 、 乙 が 自 ら 又 は 第 三 者 を 利 用 し て 次 の 各 号 の 一

に 該 当 す る 行 為 を し た 場 合 は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き

る 。  

⑴  暴 力 的 な 要 求 行 為  

⑵  法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  

⑶  取 引 に 関 し て 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為  

⑷  偽 計 又 は 威 力 を 用 い て 支 担 官 等 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為  

⑸  そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為  

（ 暴 力 団 排 除 に 関 す る 表 明 及 び 確 約 ）  

第 ２ ５ 条  乙 は 、 前 ２ 条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 表

明 し 、 か つ 、 将 来 に わ た っ て も 該 当 し な い こ と を 確 約 す る 。  

２  乙 は 、 前 ２ 条 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 （ 以 下 「 排 除 対 象 者 」

と い う 。） を 下 請 負 者 等 （ 下 請 負 者 （ 再 下 請 負 以 降 の 全 て の

下 請 負 者 を 含 む 。）、 受 任 者 （ 再 委 任 以 降 の 全 て の 受 任 者 を 含

む 。） 及 び 下 請 負 者 又 は 受 任 者 が 当 該 契 約 に 関 し て 個 別 に 契

約 す る 場 合 の 当 該 契 約 の 相 手 方 を い う 。 以 下 同 じ 。） と し な

い こ と を 確 約 す る 。  

（ 下 請 負 者 等 に 関 す る 契 約 解 除 ）  

第 ２ ６ 条  乙 は 、 契 約 後 に 下 請 負 者 等 が 排 除 対 象 者 で あ る こ と

が 判 明 し た と き は 、 直 ち に 当 該 下 請 負 者 等 と の 契 約 を 解 除 し 、

又 は 下 請 負 者 等 に 対 し 契 約 を 解 除 さ せ る よ う に し な け れ ば な

ら な い 。  

２  甲 は 、 乙 が 下 請 負 者 等 が 排 除 対 象 者 で あ る こ と を 知 り な が

ら 契 約 し 、 若 し く は 下 請 負 者 等 の 契 約 を 承 認 し た と き 、 又 は

正 当 な 理 由 が な い の に 前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 下 請 負 者 等 と

の 契 約 を 解 除 せ ず 、 若 し く は 下 請 負 者 等 に 対 し 契 約 を 解 除 さ

せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が
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で き る 。  

（ 損 害 賠 償 等 ）  

第 ２ ７ 条  甲 は 、 第 ２ ０ 条 、 第 ２ ３ 条 及 び 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 本 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た 損 害 に

つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は 要 し な い 。  

２  乙 は 、 甲 が 第 ２ ０ 条 、 第 ２ ３ 条 及 び 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ

り 本 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じ た と き は 、

そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  

３  甲 は 、 第 ２ ０ 条 、 第 ２ ３ 条 及 び 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ

の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 し た 場 合 は 、 代 金 （ 一 部 解 除 の

場 合 は 、 解 除 部 分 に 相 当 す る 代 金 ） の １ ０ パ ー セ ン ト の 金 額

を 乙 か ら 違 約 金 と し て 徴 収 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 の 額 が 違 約 金 の 額 を

超 過 す る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 過 分 の 損 害 に つ き 賠 償 を

請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。  

（ 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 ）  

第 ２ ８ 条  乙 は 、 自 ら 又 は 下 請 負 者 等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、

社 会 運 動 ・ 政 治 運 動 標 ぼ う ゴ ロ 等 の 反 社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要

求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当 介 入 を 受 け た 場 合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、

又 は 下 請 負 者 等 を し て 、 こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か

に 不 当 介 入 の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 、 警 察 へ の 通 報 及

び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。  

（ 調 査 ）  

第 ２ ９ 条  甲 は 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 生 じ た 損 害 賠 償 、 違 約 金

そ の 他 金 銭 債 権 の 保 全 若 し く は そ の 額 の 算 定 等 の 適 正 を 図 る

た め 必 要 が あ る 場 合 は 、 乙 に 対 し 、 そ の 業 務 若 し く は 資 産 の

状 況 に 関 し て 質 問 し 、 帳 票 類 そ の 他 の 物 件 を 調 査 し 、 参 考 と

な る べ き 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 又 は 提 示 を 求 め 、 又 は 甲 の

職 員 を 乙 の 営 業 所 、 工 場 そ の 他 の 関 係 場 所 に 立 ち 入 ら せ 、 調
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査 さ せ る こ と が で き る 。  

２  乙 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 前 項 に 規 定 す

る 調 査 に 協 力 す る も の と す る 。  

３  甲 は 、 第 １ 項 に よ る も の の ほ か 、 こ の 契 約 に つ い て 必 要 が

あ る 場 合 は 、 乙 に 対 し 調 査 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

４  乙 は 、 前 項 に 規 定 す る 調 査 に 協 力 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ３ ０ 条  こ の 契 約 の 履 行 に つ い て は 、 こ の 契 約 条 項 に よ る ほ

か 、 特 約 条 項 及 び 特 殊 条 項 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  特 約 条 項 及 び 特 殊 条 項 は 契 約 条 項 に 優 先 す る 。  

３  甲 及 び 乙 は 、 こ の 契 約 に 関 し 紛 争 又 は 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、

そ の 都 度 協 議 し て 解 決 す る も の と す る 。  

４  こ の 契 約 に お い て は 、 乙 は 「 責 任 あ る サ プ ラ イ チ ェ ー ン 等

に お け る 人 権 尊 重 の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」（ 令 和 ４ 年 ９ 月 １

３ 日 ビ ジ ネ ス と 人 権 に 関 す る 行 動 計 画 の 実 施 に 係 る 関 係 府 省

庁 施 策 推 進 ・ 連 絡 会 議 決 定 ） を 踏 ま え て 人 権 尊 重 に 取 り 組 む

よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 裁 判 管 轄 ）  

第 ３ １ 条  こ の 契 約 に 関 す る 訴 え は 、 甲 の 所 在 す る 地 域 を 管 轄

す る 地 方 裁 判 所 の 管 轄 に 属 す る も の と す る 。  

 


